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県 文 第 1 4 6 6 号 

令和８年３月 11日 

 

山形県文化財保護審議会長 殿 

 

                   山形県知事  吉 村 美 栄 子 

 

 

山形県指定有形文化財の指定について（諮問） 

 

このことについて、下記のとおり山形県文化財保護条例第３６条の３第１号の規定によ

り、貴審議会の意見を求めます。 

 

記 

 

種 別 名  称 員数 所 有 者 所有者の住所 

彫刻の部 銅造菩薩立像 １躯 宗教法人中性院 山形市大字山寺 4456－３ 
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山形県指定文化財の文化財概要の修正について 

 

１ 経過 

  県指定有形文化財 木造阿弥陀如来坐像（接引寺
しょういんじ

）について、今年度実施している修

理の過程で像を解体したところ、像内部から南北朝の造像銘（元号「永和」）が確認さ

れたもの。 

 

 （文化財の概要） 

    名   称  木造阿弥陀如来坐像 

    所 有 者  接引寺 

    所 在 地  新庄市下金沢町８－５ 

    指定年月日  平成７年 12 月８日 

 

２ 文化財概要の修正 

  ホームページ掲載の文化財概要を以下のとおり修正する。 

現行 修正案 

本像は坐高 137 ㎝の半丈六仏で、両眼は

水晶、まぶたの見開きが大きく、面貌が

厳しく、胸と腹の筋肉がたくましく盛り

上がり、力強さを印象づける。頭部の

螺髪
ら ほ つ

は切子形で、肉髻珠
にっけいしゅ

・白毫相
びゃくごうそう

をあ

らわしている。 

製作年代は、着衣形式や頭・体のプロポ

ーションが極めてオーソドックスである

こと、大衣の襞や折り返しが自然で、装

飾的な変化がないこと、衣に厚ぼったさ

のないことなどから、１３世紀前半の鎌

倉時代とされている。 

鎌倉時代の仏像では、県内で最大の坐像

の１つである。 

本像は坐高 137 ㎝の半丈六仏で、両眼は

水晶、まぶたの見開きが大きく、面貌が

厳しく、胸と腹の筋肉がたくましく盛り

上がり、力強さを印象づける。頭部の

螺髪
ら ほ つ

は切子形で、肉髻珠
にっけいしゅ

・白毫相
びゃくごうそう

をあ

らわしている。 

頭・体のプロポーションが極めてオーソ

ドックスであること、大衣の襞や折り返

しが自然で、装飾的な変化がないこと、

衣に厚ぼったさのないことなど、１３世

紀前半の鎌倉時代前期の様式を見せる

が、胎内には「長林寺佛殿本尊」、「永和

四年（1378）」などの墨書銘があり、も

とは真室川町・長林寺の像で、制作は南

北朝時代のものであることがわかる。 

頭体前面部は一木で割り首とせず、また

体表面を素地仕上げの檀像風とするもの

で、様式に加え構造的にも南北朝時代の

仏像としては珍しい像である。 

 

資料２ 



区分 合計

建造物 1 1

絵画 1 1

工芸品 2 2

古文書 1 1

考古資料 1 1

小　計 6 6

建造物 30 建造物 46 76

絵画 7 絵画 76 83

彫刻 11 彫刻 75 86

工芸品 29 工芸品 98 127

書跡・典籍 4 書跡 28 32

典籍 12 12

古文書 7 古文書 3 10

考古資料 6 考古資料 21 27

歴史資料 2 歴史資料 33 35

小　計 96 小　計 392 488

1 3 4

10 有形民俗 8 18

6 無形民俗 22 28

3 3

史跡 30 史跡 31 61

名勝 8 名勝 2 10

名勝史跡 1 1

天然記念物 13 天然記念物 67 80

小　計 52 小　計 100 152

174 525 699

選定 2 0 2

登録 有形文化財 建造物 219 219

無形民俗文
化財

民俗技術 1 1

220 220

396 525 921

合　　　計

有形文化財

重要無形文化財

総　合　計 総　合　計

無形文化財

重要有形民俗文化財
民俗文化財

重要無形民俗文化財

特別天然記念物

記念物 記念物

合　　　計 合　　　計

重要文化的景観 文化的景観

　（R8.1.15現在）

山形県内の国･県指定等文化財件数一覧

指定

国宝

重要文化財

単位：件

国 指 定 等 文 化 財 県 指 定 等 文 化 財

国指定：29＋1＝30

県指定：47－1＝46

・幸徳院観音堂

（笹野観音堂）

7＋1＝8

・大宮のコヤバ（産屋）の指定

215＋4＝219

・オリエンタルカーペット株式会社マーセライズ棟ほか３棟の登録

資料４


